
1 

 

岩手県の「第七次看護職員需給見通し」                 資料４ 

※ いわて看護職員確保定着アクションプラン 2015（抜粋）  
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岩手県における看護職員数の現状                    資料５ 

※ いわて看護職員確保定着アクションプラン 2015〔参考資料〕（抜粋）  
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資料６ 

 

岩手医科大学附属病院における採用率 

 

年 度 募集数 採用数 採用率 

平成 16 年度 60 48 80.0% 

平成 17 年度 60 55 91.7% 

平成 18 年度 60 64 106.7% 

平成 19 年度 95 106 111.6% 

平成 20 年度 162 163 100.6% 

平成 21 年度 70 64 91.4% 

平成 22 年度 80 69 86.3% 

平成 23 年度 106 103 97.2% 

平成 24 年度 105 105 100.0% 

平成 25 年度 120 105 87.5% 

平成 26 年度 120 98 81.7% 

平成 27 年度 120 88 73.3% 

平 均 96.5  89.0  92.2% 

 



1 

 

資料７ 

 

 

「岩手医科大学職員就業規則」（抜粋） 

 

 

（定年退職及び選択定年制） 

第 18条 教授の定年は、満 65歳とする。 

２ 教授以外の職員の定年は、満 60歳とする。 

３ 職員が学長、副学長、校長に就任した場合には第１項、第２項の定年退職年齢をもって

一旦定年退職扱いとする。 

４ 定年による退職の日は、満年令に達した年度の末日とする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、教授在職期間が５年以上で、かつ、満 55歳以上の者、及

び教授以外の職員であって在職期間が 20 年以上で、かつ、満 50 歳以上の者が退職を希

望し、原則としてその希望する退職の日の３ヵ月前まで大学に願い出、承認を得た場合に

は、別に定めがある場合を除き、定年退職の取扱いをする。ただし、その者が第 65条第

４号に該当する場合は、この限りでない。 

６ 平成 29年 4月の看護学部開設のためその準備段階から当該学部完成年度末日までの期

間中に任用（学内からの昇任・異動を含む。）された初代教授、准教授、講師及び助教の

定年については、別に定める。 
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資料８ 

 

看護学部開設にかかる初代教授等の定年に関する規程 

 

就業規則第 18 条第 6 項の規定に基づき、看護学部開設に伴う初代教授等の定年については、次のと

おりとする。 

 

１． 対象者の範囲 

 看護学部開設のため平成28年4月1日から平成33年3月31日（看護学部完成年度末）までに

任用（学内からの昇任・異動を含む。）された初代教授、准教授、講師及び助教 

 

２． 定年及び退職の日 

（１） 初代教授の定年及び退職の日は、平成33年3月31日現在の年齢に応じ次の日とする。こ

の場合において、ア、イの者については、第18条第5項の規定を適用しないものとする。 

 年齢 定年 定年による退職の日 

ア 満68歳以上の者 その者の年齢 平成33年3月31日 

イ 満61歳以上満67歳までの者 68歳 満68歳に達した年度の末日 

ウ 満60歳以下の者 65歳 満65歳に達した年度の末日 

 

（２） 准教授、講師及び助教の定年及び退職の日は、平成33年3月31日現在の年齢に応じ次

のとおりとする。 

この場合において、アの者については、第18条第5項の規定を適用しないものとする。 

 年齢 定年 定年による退職の日 

ア 満61歳以上の者 その者の年齢 平成33年3月31日 

イ 満60歳以下の者 60歳 満60歳に達した年度の末日 

 

附 則 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成28年7月1日から施行する。（一部改正） 
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